
人員基準チェックリスト（訪問看護・介護予防訪問看護） 
事業所名称                   

１ 指定訪問看護ステーション（病院又は診療所以外） 
 

職 種 基準（空欄に必要事項を記入し、各項目の該当する「□」又は「○」にレ点を付すこと。） 

従
業
者 

看護職員 

□ 看護職員（保健師、看護師又は准看護師）を、常勤換算方法で、2.5以上配置し

ている。 

□ １人以上は、常勤である。 

 

〈配置員数〉（  月） 
常勤※の従業者数 

(Ａ) 
       

人        
        

非常勤の従業者の 

勤務延時間数 
 

常勤の従業者が 

勤務すべき時間数 
 

常勤換算 

(Ｂ) 
  

常勤換算後の員数 

(Ａ)＋(Ｂ) 

時間 ÷ 時間 ＝ 人   人 
   (小数点第 2位以下切捨)    

※常勤：当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務す

べき時間数に達していることをいう。 

理学療法士、 

作業療法士又は 

言語聴覚士 

□ 当該事業所の実情に応じた適当数を配置している。（配置しないことも可能） 

管理者 

□ 保健師又は看護師である。 

□ 必要な知識及び技能を有する。 

□ 医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験がある。 

○ 管理者としての資質を確保するために関連機関が提供する研修等を受講して

いる。 

□ 保健師助産師看護師法第 14 条第３項の規定により保健師又は看護師の業務の停

止を命じられ、業務停止の期間終了後２年を経過しない者に該当しない。 

□ 常勤である。 

○ 専従である。 

○ 専従でない場合、次の要件を満たしている。 

□ 事業所の管理上支障がない。 

□ 兼務する職務が次のいずれかの場合である。 

○ 当該事業所の他の職務 

○ 同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務 
※管理すべき事業所数が過剰である場合や、併設する入所施設において入所者に対しサービス提

供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。 

 

［兼務する職務］ 

事業所名：                           

所在地：                            

兼務する職務：                         
※介護サービス事業以外の職務についても記載すること。 

 

 

 



人員基準チェックリスト（訪問看護・介護予防訪問看護） 
事業所名称                   

２ 指定訪問看護を担当する医療機関（病院又は診療所） 
 

職 種 基準（空欄に必要事項を記入し、各項目の該当する「□」又は「○」にレ点を付すこと。） 

従
業
者 

看護職員 □ 看護職員（保健師、看護師又は准看護師）を、適当数配置している。 

 

 


